
 
（様式第 2 号－別紙） 

 質 疑 応 答 書 

事業名 令和８年度女性の就労環境整備の推進事業実施業務     

 

番号 仕様書頁等 質   問 回   答 

１ P2 

⑶ 研 修 会

の運営 

ア  講 師 の

手配 

仕様書 第４条⑶ア「講師

は、社会保険労務士やキャ

リアコンサルタントなど

の有資格者をはじめ、女性

活躍推進に深い見識のあ

る者とする。」について質

問です。 

① 有資格者であること

は必須条件でしょうか。 

 

② 必須条件でない場合、

講師の選定・審査にあたっ

て、「有資格者であること」

と「女性活躍推進支援にお

ける豊富な実務経験・実績

を有すること」では、どち

らをより重視されますで

しょうか。 

 

① 「社会保険労務士やキ

ャリアコンサルタント

などの有資格者」である

ことは、講師の必須条件

ではありません。 

「女性活躍推進に深い

見識のある者」であるこ

とは、講師の必須条件で

す。 

 

② 講師は、「女性活躍推

進に深い見識のある者」

を必須条件としていま

す。「有資格者であるこ

と」と「女性活躍推進支

援における豊富な実務

経験・実績を有するこ

と」のいずれかをもって

講師の優劣を単純に比

較することはできませ

んので、講師が「女性活

躍推進に深い見識のあ

る者」であることが分か

るよう、経歴などを詳し

く記載してください。 

（注） この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者

名を記入しないこと。 


